
静岡県公立大学法人職員の職務発明等に関する規程 

 

平成19年４月１日 規程第17号 

改正 平成22年４月１日、平成24年４月１日、平成26年４月１日、平成29年８月４日 

平成31年１月30日、令和７年７月１日 

 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、静岡県公立大学法人職員就業規則（平成19年規則第16号）第53

条及び静岡県公立大学法人有期雇用職員就業規則（平成19年規則第17号）第48条の

規定に基づき、静岡県公立大学法人(以下「大学」という。)に勤務する職員が行っ

た発明、考案、創作、育成及び案出の取扱いについて必要な事項を定めるものとす

る。 

 （定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1) 職員 法人が使用する者をいう。 

(2) 職務発明 職員の行った発明（退職した職員が在職中に完成したものを含む。）

であって、その内容が当該職員の所属した教育研究組織の範囲に属し、かつ、当

該発明に至った行為が当該職員の現在又は過去の職務に属するものをいう。 

(3) 所属長 静岡県公立大学法人に設置する学部、研究科及び大学附置の研究所の

長をいう。 

 （権利の帰属） 

第３条 大学は、職務発明について、この規程の定めるところにより特許を受ける権

利又は特許権を承継することができる。 

（発明委員会） 

第４条 理事長は、次に掲げる事項を審議するため、静岡県公立大学法人発明委員会

（以下「委員会」という。）を置く。 

(1) 第７条の規定による職務発明の認定及び特許を受ける権利又は特許権の承継の

決定に関すること。 

(2) 第８条の規定による職務発明でない発明に係る特許を受ける権利又は特許権の

承継の決定に関すること 

(3) 第９条第１項の規定による特許出願に関すること。 

(4) 第９条第２項のただし書きの規定による特許出願の認定に関すること。 

(5) 第10条の規定による出願審査の請求に関すること。 

(6) 第11条の規定による評価審査に関すること。 

(7) 第12条の規定による特許権の放棄に関すること。 

(8) 第16条の規定による実施補償金の決定に関すること。 

(9) その他理事長が定める事項 



（委員会の組織） 

第５条 委員会は委員長及び委員で構成する。 

２ 委員長は、産学官連携担当副学長をもって充てる。 

３ 委員長は、会務を総理し、会議を招集し、委員会を代表する。 

４ 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理

する。 

５ 委員は、委員長が指名する。 

 （届出義務） 

第６条 職員がその職務に関連して発明に至ったときは、当該発明をした職員（以下

「発明者」という｡）は、次に掲げる書類を添え、発明届（様式第１号）を速やかに

所属長を経由し理事長に提出しなければならない。 

(1) 発明の内容を詳述した書面及び図面 

(2) 発明をするに至った経過を詳述した書面 

(3) 発明が２人以上の職員の共同又は職員以外の者との共同によりなされたもので

あるときは、当該発明に対する権利の持分の割合及びその根拠を記載した書面 

 （届出に対する認定及び決定） 

第７条 理事長は、前条第１項の規定による届出があったときは、速やかに当該届出

に係る発明が職務発明であるかどうかを認定し、職務発明であると認定したときは、

当該発明について大学が特許を受ける権利を承継するかどうかの決定をしなければ

ならない。 

 （職務発明でない発明） 

第８条 理事長は、前条の規定により職務発明でないと認定した発明について、発明

者から申出（様式第３号）があったときは、当該発明について大学が特許を受ける

権利を承継するかどうかの決定をすることができる。 

 （特許の出願） 

第９条 理事長は、前２条の規定により大学が特許を受ける権利を承継すると決定し

たときは、速やかに大学が特許出願するか譲渡するか決定しなければならない。た

だし、次項ただし書の規定により発明者が特許出願を行ったときは、この限りでな

い。 

２ 発明者は、理事長が前２条の規定により職務発明でないと認定し、又は当該発明

について大学が特許を受ける権利を承継しないと決定した後でなければ、特許出願

を行ってはならない。ただし、理事長が緊急に特許出願を行う必要があると認めた

ときは、この限りでない。 

３ 発明者は、前項ただし書の規定により特許出願を行ったときは、当該特許出願に

関する書類の写しを添え、直ちに個人特許出願届（様式第４号）を、所属長を経由

して理事長に提出しなければならない。 

（出願審査の請求） 

第10条 理事長は、前条の規定により特許出願を行った特許について、委員会の審査



により審査請求期間内に審査請求の適否及び審査請求前の譲渡等の方針を決定しな

ければならない。 

２ 理事長は、審査請求が適当であると認めた特許については速やかに審査請求する

ものとする。 

３ 理事長は、審査請求を行わないこと及び審査請求前の譲渡を決定した特許につい

ては発明者にその旨通知し、譲渡先が決定していない特許で発明者から譲渡を受け

たい旨申し出があった場合には発明者に無償で譲渡する。 

（維持管理中の特許評価） 

第11条 理事長は、維持管理中の特許権について、定期的に当該特許に係る評価審査

を行うものとする。 

２ 理事長は、第１項の規定による評価審査に基づき、当該特許権について引き続き

法人が承継するかどうかを決定し、法人が承継しない場合には前条３項を準用する。

この場合において、前条第３項中「審査請求」を「登録料の納付の手続」と読み替

えるものとする。 

（権利の放棄） 

第12条 理事長は、この規程により取得した特許権について維持する必要がないと認

めるときは、当該特許権を放棄することができる。 

 （第三者への権利譲渡等の制限） 

第13条 発明者は、理事長が第７条又は第８条の規定により、職務発明でないと認定

し、又は大学が特許を受ける権利若しくは特許権を承継しないと決定するまでは、

次に掲げる行為をしてはならない。 

(1) 特許を受ける権利又は特許権を第三者に譲渡すること。 

(2) 第三者のために専用実施権又は通常実施権を設定すること。 

 （特許を受ける権利の譲渡義務） 

第14条 発明者は、理事長が第７条又は第８条の規定により大学が特許を受ける権利

又は特許権を承継する決定したときは、遅滞なく譲渡証書（様式第５号）を理事長

に提出し、特許を受ける権利を大学に譲渡しなければならない。 

 （出願公開前の特許出願関係書類記載情報の提供） 

第14条の２ 理事長は、特許法（昭和34年法律第121号）第64条第１項に規定する特許

出願の日から１年６月を経過する日まで（以下「出願公開前期間」という。）に、当

該特許出願した発明（特許掲載公報が発行されたものを除く。）の実施を検討したい

旨の申入れを受けた場合に、その必要があると認めたときは、当該申入れをした者

に対して、出願公開前期間の一定の期間に限り、秘密保持を条件に、特許出願書に

添付した明細書その他の書類に記載した情報を、有償又は無償で提供することがで

きる。 

 （登録補償金の支払） 

第15条 理事長は、第９条第１項本文の規定により特許出願をした発明について大学

が特許権を取得したとき、又は第12条の規定により法人が特許権を取得したときは、



当該特許権に係る発明者に対し、登録補償金として権利１件につき20,000円を支払

うものとする。 

 （実施補償金の支払） 

第16条 理事長は、第14条の規定により大学が取得した特許を受ける権利若しくは特

許権の運用若しくは処分により又は第14条の２の規定により出願公開前の特許出願

関係書類に記載した情報を有償で提供したことにより収入を得たときは、毎会計年

度の収入実績に応じ、翌年度の５月31日までに次の各号に掲げるところにより、当

該発明者に対して支払うべき実施補償金の額を決定し、当該発明者にその額を支払

うものとする。 

(1) 大学が当該特許を受ける権利若しくは特許権の運用又は出願公開前の特許出願

関係書類に記載した情報を有償で提供したことにより収入を得たときは、その収

入額から出願、維持、活用等に係る直接経費（訴訟費用を含む。）の実費を控除し

た額の100分の50（１円未満の端数切り上げ）の金額 

(2) 大学が当該特許を受ける権利又は特許権を譲渡したときは、その代金から出願、

維持、活用等に係る直接経費（訴訟費用を含む。）の実費を控除した額の100分の

50（１円未満の端数切り上げ）の金額 

２ 理事長は、特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、発明者

と協議の上、別に実施補償金の額を決定し、当該発明者に支払うことができる。 

 （発明者の負担した出願費用等の支払） 

第17条 理事長は、第14条の規定により特許を受ける権利又は特許権を譲り受けた場

合において、発明者が既に特許に要する費用を支出したときは、発明者の申請によ

り当該費用を発明者に支払うものとする。 

２ 前項の申請をしようとする発明者は、出願費用等支払申請書（様式第６号）に当

該費用の支出を証明する書類を添え、理事長に提出しなければならない。 

 （通知） 

第18条 理事長は、第７条若しくは第８条の規定による認定若しくは決定を行ったと

き、又は第16条の実施補償金の支払の決定を行ったときは、当該発明者に対し、速

やかにその旨を文書で通知しなければならない。 

 （不服の申立て） 

第19条 発明者は、その発明に係る第７条の規定による認定若しくは決定又は第16条

の実施補償金の額の決定に関して不服があるときは、前条の通知を受けた日から１

月以内に、理事長に対し不服申立書（様式第７号）をもって不服の申立てをするこ

とができる。 

２ 理事長は、前項の申立てを受けたときは、申立てに対する決定を行い、当該不服

の申立てを受けた日から２月以内に、その結果を当該申立人に通知しなければなら

ない。 

 （職務発明等審査会） 

第20条 理事長は、必要に応じて次の各号に掲げる事項を審議するため、職務発明等



審査会（以下「審査会」という。）を設置するものとする。 

(1) 前条第２項の規定による不服の申立てに対する決定に関すること。 

(2) その他理事長が必要と認めること。 

 （審査会の組織等） 

第21条 審査会は、会長及び委員をもって構成する。 

２ 会長は、理事長が指名し、会務を総理し、会議を招集し、審査会を代表する。 

３ 委員は、会長が任命する。 

４ 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指定した委員がその職を代理する。 

５ 発明者は、会長の承認を得て、会議に出席し、意見を申し述べることができる。 

６ 会長は、審査のため必要があると認めたときは、関係職員の出席を求め、又は資

料の提出を求めることができる。 

 （審査会の庶務） 

第22条 審査会の庶務は、事務局で処理する。 

 （共同開発者に対する補償） 

第23条 第15条及び第16条の規定による補償金を受ける権利を有する発明者が２人以

上あるときは、補償金は、それぞれの持分に応じて支払うものとする。 

 （転退職又は死亡したときの補償金の支払） 

第24条 第15条及び第16条の規定による補償金並びに第17条の規定による出願費用等

の支払を受ける権利は、発明者が退職した後も存続するものとし、発明者が死亡し

たときは、その相続人がその権利を承継するものとする。 

 （秘密の保持） 

第25条 発明者、委員会、審査会の委員その他関係者は、発明の内容その他発明者及

び大学の利害に関係のある事項について、出願公告等で公知となった情報を除いて、

その秘密を守らなければならない。 

  (発明者起業における扱い) 

第26条 理事長は、発明者が自らの発明を活用して成果の普及を図る場合、第10条第

１項に準じて、当該発明の取扱の方針を決定するものとする。この場合「審査請求

の適否」は「優先実施許諾」に「審査請求前の譲渡等」は「発明者等への譲渡」に

読み代えるものとする。 

 （学生の発明） 

第27条 学生の行った発明については、学生をこの規程における発明者として取り扱

うことについて当該学生と大学との間で文書により合意している場合は、この規程

を準用する。この場合において、第６条中「職員がその職務」とあるのは「学生が

大学における研究」と、「発明をした職員」とあるのは「発明をした学生」と読み替

えるものとする。 

 （考案、意匠の創作、回路配置の創作及び植物品種の育成） 

第28条 第２条から前条までの規定は、実用新案権の対象となる考案、意匠権の対象

となる創作、回路配置利用権の対象となる創作及び育成者権の対象となる育成につ



いて準用する。この場合において、第15条中「20,000円」とあるものは、「5,000円」

と読み替えるものとする。 

 （プログラム等著作物の創作及びノウハウの案出） 

第29条 著作権法（昭和45年法律第48号）第２条第１項第10号の２に掲げるプログラ

ムの著作物又は同項第10号の３に掲げるデータベースの著作物の創作であって、第

三者に譲渡又は利用許諾しようとするもの及び特許等として保護しない情報のうち、

秘匿可能な技術情報で財産価値を有するノウハウの案出であって、第三者に譲渡又

は利用許諾しようとするものについては、第２条から第27条までの規定を準用する。 

 （その他） 

第30条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 この規程は、平成19年４月１日から施行する。 

   附 則 

この規程は、平成22年４月１日から施行する。 

   附 則 

この規程は、平成24年４月１日から施行する。 

   附 則 

この規程は、平成26年４月１日から施行する。 

   附 則 

この規程は、平成29年８月４日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成31年１月30日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和７年７月１日から施行する。



様式第１号（第６条関係）（用紙 日本工業規格Ａ４縦型） 

 

発  明  届 

 

  年  月  日 

 

 静岡県公立大学法人理事長 様 

 

              所  属   
              職・氏名    

 

 このたび、下記の発明をしたので、静岡県公立大学法人職員の職務発明等に関する

規程第６条第１項の規定により、関係書類を添えてお届けします。 

 

記 
 

発明の名称   

 

 



様式第２号（第６条関係）（用紙 日本工業規格Ａ４縦型） 

 

  年  月  日 

 

 静岡県公立大学法人理事長 様 

 

所属長職氏名            印 

 

発明届の提出について 

 

 このたび、本学部（本研究科・本研究院）所属職氏名から下記の発明について届出

があったので、静岡県公立大学法人職員の職務発明等に関する規程第６条に基づき、

別添のとおり発明届を提出します。 

 

記 
 

発明の名称   

 

 



様式第３号（第８条関係）（用紙 日本工業規格Ａ４縦型） 

 

譲渡申出書 

 

  年  月  日 

 

静岡県公立大学法人理事長 様 

 

所  属 

職・氏名 

 

 下記の発明に係る特許を受ける権利（特許権）について、静岡県公立大学法人職員の職務発明

等に関する規程第８条により静岡県公立大学法人に譲渡したいので、関係書類を添えて申し出ま

す。 

 

記 

 

１ 発明の名称 

 

２ 出願年月日（登録年月日） 

 

３ 特許出願番号（特許番号） 

 

４ 譲渡する理由 

 

 



様式第４号（第９条関係）（用紙 日本工業規格Ａ４縦型） 

 

個 人 特 許 出 願 届 

 

                                 成  年  月  日 

 

 静岡県公立大学法人理事長 様 

  

                           所  属 

                           職・氏名           印 

  

発明の名称 

 出願年月日 

 出願 番号      

 

 上記の発明については、次の理由により静岡県公立大学法人職員の職務発明等に関する規程第

９条第１項ただし書の規定に基づき発明者の名義で特許出願を行いましたから、同条第３項の規

定により、特許出願書類の写しを添えてお届けします。 

 出願理由 

 

 



様式第５号（第14条関係）（用紙 日本工業規格Ａ４縦型） 

 

譲  渡  証  書 

 

                                    年  月  日 

 

 静岡県公立大学法人理事長 様 

 

                           所  属 

                           職・氏名           印 

 発 明 の 名 称         

 出 願 年 月 日         

 出願（登録）番号 

 

 上記の発明に係る特許を受ける権利（特許権）について、静岡県公立大学法人職員の職務発明

等に関する規程第14条の規定により関係書類を添えて静岡県公立大学法人に譲渡します。 

 

 



様式第６号（第17条関係）（用紙 日本工業規格Ａ４縦型） 

 

出 願 費 用 等 支 払 申 請 書 

 

                                    年  月  日 

 

 静岡県公立大学法人理事長 様 

 

                           所  属 

                           職・氏名           印 

 

 発 明 の 名 称         

 出 願 年 月 日         

 出願（登録）番号 

 

 特許を受ける権利（特許権）を静岡県公立大学法人に譲渡した上記の発明に係る特許出願（及

び特許権設定の登録）に要した下記の費用の支払いを受けたいので、静岡県公立大学法人職員の

職務発明等に関する規程第17条第２項の規定により関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 金            円 

内 訳 

  (1)  

  (2) 

 

 



様式第７号（第19条関係）（用紙 日本工業規格Ａ４縦型） 

 

不 服 申 立 書 

 

                                    年  月  日 

 

 静岡県公立大学法人理事長 様 

 

                           所  属 

                           職・氏名           印 

 

   年  月  日付け  第  号の認定（決定）通知書を受領しましたが、下記のとおり

不服がありますので、静岡県公立大学法人職員の職務発明等に関する規程第16条第１項の規定に

より不服の申立てをします。 

 

記 

 

 不服の理由 

 

 


